
安全教育講座 FAQ

Q1 トレーナー養成講座とは
SEAJ推奨安全教育を実施するためのトレーナーを養成する講座です

Q2 受講条件はありますか

■ ⼀般教育（第1章〜18章）
【受講条件】

【提出必須書類】
・トレーナー推薦状

■ ガスの安全教育
【受講条件】

① SEAJ推奨安全教育 ⼀般教育（第1章〜18章）のトレーナー資格を有する者

【提出必須書類】

■ 作業リーダー教育
【受講条件】

① SEAJ推奨安全教育 ⼀般教育（第1章〜18章）のトレーナー資格を有する者

【提出必須書類】

Q3 オープンスクールとはなんですか

⼀般教育（第1章〜18章）、ガスの安全教育、作業リーダー教育それぞれの講座に
受講の条件がございます

①⼀般教育のトレーナー資格を新規に取得する場合、所属会社において「SEAJ推奨安全教育を受講済
みであること」が受講条件となります。⼀般教育が未受講で、所属会社にSEAJ推奨安全教育トレー
ナーがいない場合は、SEAJで開催するプレ講座を受講してください。

② ⾼圧ガス保安協会の特殊材料ガス保安講習或いは同等以上の講習修了者、またはガスの取り扱いが
3年以上の者

② RST または労働安全衛⽣法 60 条の職⻑教育修了者資格を有する者、または 事業所において安全に
関する監督あるいは直接に作業員の作業を指揮監督する業務経験が3年以上の者

・RST及び労働安全衛⽣法60条の職⻑教育修了証の写し、安全に関する監督あるいは直接に作業員の作
業を指揮監督する業務経験が 3 年以上を証明する業務履歴確認書

マスタートレーナー資格を有するSEAJ会員企業が、社外の⼈を対象にSEAJ推奨安全教育テキストを
⽤い、その内容に沿った⼀般教育を有料にて開催する⼀般受講者向けの講習です

・⾼圧ガス保安協会 講習修了証の写し、またはガスの取り扱い3年以上を証明する業務履歴確認書 


